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す
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…
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す
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す
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事
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事
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規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
八
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
の
第
三
号
中

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉｣

を

｢

母
子
及
び
父
子

並
び
に
寡
婦
福
祉｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
九
項
第
三
号
中

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法｣

を

｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法｣

に
改
め
る
。

第
七
十
六
条
第
二
項
中

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法｣

を

｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法｣

に
、

｢
(

同
法｣

を

｢

、
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
及
び｣

に
改
め
、

｢

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。)

｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
三
十
九
号

青
森
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
事
務
委
任
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
規
則
第
八
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
三
第
一
項
第
三
十
八
号
中

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法｣

を

｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡

婦
福
祉
法｣

に
改
め
、
同
号
イ
中｢

(

第
三
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
｢

、
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項｣

に

改
め
、
同
号
ロ
中

｢

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金｣

の
下
に

｢

、
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金｣

を
加
え
、

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
項
第
三
十
九
号
中

｢

母
子
及
び
寡

婦
福
祉
法
施
行
令｣

を

｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令｣

に
改
め
、
同
号
イ
中

｢

第

三
十
八
条｣
を｢
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条｣

に
、｢

修
学
資
金｣

を｢

資
金｣

に
改
め
、

同
号
ロ
中

｢

第
三
十
八
条｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条｣

に
改
め
、
同
号
ハ
か
ら
ホ

ま
で
の
規
定
中

｢

第
三
十
八
条｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条｣

に
、

｢

母
子
福
祉
団

体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
項
第
四
十
号
中

｢

青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
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( )

施
行
細
則｣

を

｢

青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則｣

に
改
め
、
同
号
イ
及
び

ロ
中

｢

第
二
十
四
条｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
ハ
中

｢
第
二
十
四
条｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項｣

に
、

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢
母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
号
ニ
中

｢

第
二
十
四
条｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
一
項
及

び
第
二
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
ホ
中

｢

第
二
十
四
条｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第

二
十
五
条
第
一
項｣
に
、

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
号
へ
中

｢

第
十
四
条｣

の
下
に

｢
(

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
号
ト

中｢

第
二
十
四
条｣

を｢

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項｣

に
、｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
号
チ
中

｢

第
二
十
四
条｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
一
項
及

び
第
二
十
五
条
第
一
項｣

に
、

｢

届
出｣
を

｢

申
請｣

に
、

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子

福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
号
リ
中

｢

第
九
号
ま
で｣

の
下
に

｢
(

第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・

父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
証
明
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
号

青
森
県
証
明
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
証
明
事
務
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
四
月
青
森
県
規
則
第
四
十
二
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
六
号
中

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法｣

を

｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法｣

に
、

｢

及
び
第
六
項｣

を

｢

、
第
二
項
及
び
第
六
項｣

に
、

｢

及
び
母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

、
配
偶
者
の

な
い
男
子
及
び
母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
一
号

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
備
考
一
の
１
中

｢

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た

中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
備
考
四
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号)

第
六
条
第
六

項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
又
は
配
偶
者
の
な
い

男
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
の
世
帯

第
三
号
様
式
の
記
載
要
領
の
２
の
イ
及
び
注
の
�
中

｢中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
｣

を

｢中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
二
号

青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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( )

青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
九
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
五
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

目
次
中

｢
母
子
家
庭
等｣

を

｢

母
子
家
庭｣

に
、

｢

第
三
章

寡
婦
に
対
す
る
福
祉
の
措
置

(

第

二
十
四
条
関
係)

｣
を

｢

第
三
章

父
子
家
庭
に
対
す
る
福
祉
の
措
置

(

第
二
十
四
条)

第
四
章

寡
婦
に
対
す
る
福
祉
の
措
置

(

第
二
十
五
条)

｣

に
改
め

る
。第

一
条
中

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

(｣

を

｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

(｣

に
、

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令｣
を

｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令｣

に
、

｢

母

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則｣

を｢
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
四
条
第
二
項｣
の
下
に

｢

及
び
第
二
十
五
条
第
二
項｣

を
加
え
、

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣
に
改
め
る
。

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

母
子
家
庭
に
対
す
る
福
祉
の
措
置

第
三
条
中｢

母
子
福
祉
団
体｣

を｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中｢

児
童｣

の
下
に

｢
(

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
児
童
に
含
ま
れ
る
者
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同

条
第
四
号
中

｢

事
業
開
始
資
金
又
は
事
業
継
続
資
金｣

を

｢

母
子
事
業
開
始
資
金
又
は
母
子
事
業
継

続
資
金｣

に
改
め
、
同
条
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中

｢

技
能
習
得
資
金｣

を

｢

母
子
技
能
習

得
資
金｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

母
子
修
学
資
金
の
貸
付
申
請
の
場
合
に
は
、
在
学
証
明
書

第
三
条
第
七
号
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中

｢

修
業
資
金｣

を

｢

母
子
修
業
資
金｣

に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
九
号
中

｢

就
職
支
度
資
金｣

を

｢

母
子
就
職
支
度
資
金｣

に
改
め
、

同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
十
号
を
削
り
、
同
条
第
十
一
号
中

｢

医
療
介
護
資
金｣

を

｢
母

子
医
療
介
護
資
金｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十

母
子
住
宅
資
金
の
貸
付
申
請
の
場
合
に
は
、
増
改
築
又
は
補
修
計
画
書
及
び
経
費
見
積
書

十
一

母
子
転
宅
資
金
の
貸
付
申
請
の
場
合
に
は
、
賃
貸
借
契
約
に
よ
る
敷
金
、
前
家
賃
等
一
時

金
を
必
要
と
す
る
事
実
を
証
す
る
書
類

第
三
条
第
十
二
号
中

｢

就
学
支
度
資
金｣

を

｢

母
子
就
学
支
度
資
金｣

に
改
め
、
同
条
第
十
三
号

中

｢

結
婚
資
金｣

を

｢

母
子
結
婚
資
金｣

に
、

｢

媒
し
や
く
人｣

を

｢

媒
酌
人｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
条
第
八
号
中

｢

事
業

継
続
資
金｣

を｢

母
子
事
業
継
続
資
金｣

に
改
め
、
同
条
第
十
号
中｢

理
事｣

を｢

役
員｣

に
改
め
、

｢

女
子｣

の
下
に

｢

又
は
配
偶
者
の
な
い
男
子｣

を
加
え
、
同
条
第
十
一
号
中

｢

配
偶
者
の
な
い
女

子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の｣

を

｢

法
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

も
の｣

に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中｢

母
子
福
祉
団
体｣

を｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
、｢

理
事｣

を｢

役
員｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中

｢

修
学
資
金
、
技
能
習
得
資
金
、
修
業
資
金
又
は
生
活
資
金｣

を

｢

母
子
修
学

資
金
、
母
子
技
能
習
得
資
金
、
母
子
修
業
資
金
又
は
母
子
生
活
資
金｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中

｢

修
学
資
金
又
は
修
業
資
金｣

を

｢

母
子
修
学
資
金
又
は

母
子
修
業
資
金｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中

｢

技
能
習
得
資
金
、
生
活
資
金
、
修
学
資
金
又
は
修
業
資
金｣

を

｢

母
子
修

学
資
金
、
母
子
技
能
習
得
資
金
、
母
子
修
業
資
金
又
は
母
子
生
活
資
金｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

修
学
資
金｣

を

｢

母
子
修
学
資
金｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中

｢

修
学
資
金｣

を

｢

母
子
修
学
資
金｣

に
、

｢

第

四
十
二
号
様
式｣

を

｢

第
四
十
一
号
様
式｣

に
、

｢

第
四
十
三
号
様
式｣

を

｢

第
四
十
二
号
様
式｣

に
、

｢

第
四
十
四
号
様
式｣

を

｢

第
四
十
三
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条

第
八
号
中

｢

第
四
十
五
号
様
式｣

を

｢

第
四
十
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

母
子
就
職
支
度
資
金
の
貸
付
け
に
よ
り
就
職
し
た
者
が
就
職
先
を
変
更
し
た
と
き
。
就
職
先

変
更
届

(

第
四
十
五
号
様
式)

第
二
十
一
条
第
十
号
中

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
、

｢

、
理
事｣

を

｢

、
役
員｣

に
、

｢

理
事
等
異
動
届｣

を

｢

役
員
等
異
動
届｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中

｢

前
章

(

前
条｣

を

｢

第
二
章

(

第
二
十
三
条｣

に
改
め
、
同
項
の
表
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
各
号

法
第
三
十
二
条
第
一
項
各
号

第
三
条
第
二
号

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

配
偶
者
の
な
い
女
子

法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る

寡
婦

第
三
条
第
三
号

現
に
児
童

(

法
第
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
児
童
に
含
ま

れ
る
者
を
含
む
。)

を
扶
養
し

て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

寡
婦
の
被
扶
養
者
が
い
る
場
合

に
あ
つ
て
は
こ
れ
を
証
す
る
書

類
、
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
い
な

い
場
合
に
あ
つ
て
は
所
得
額
を

証
明
す
る
書
類
又
は
所
得
税
非

課
税
証
明
書
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第
三
条
第
四
号

母
子
事
業
開
始
資
金
又
は
母
子

事
業
継
続
資
金

寡
婦
事
業
開
始
資
金
又
は
寡
婦

事
業
継
続
資
金

第
三
条
第
五
号
、
第
十

五
条
の
見
出
し
、
第
二

十
一
条
第
六
号

母
子
修
学
資
金

寡
婦
修
学
資
金

第
三
条
第
六
号

母
子
技
能
習
得
資
金

寡
婦
技
能
習
得
資
金

第
三
条
第
七
号

母
子
修
業
資
金

寡
婦
修
業
資
金

第
三
条
第
八
号
、
第
二

十
一
条
第
八
号

母
子
就
職
支
度
資
金

寡
婦
就
職
支
度
資
金

第
三
条
第
九
号

母
子
医
療
介
護
資
金

寡
婦
医
療
介
護
資
金

第
三
条
第
十
号

母
子
住
宅
資
金

寡
婦
住
宅
資
金

第
三
条
第
十
一
号

母
子
転
宅
資
金

寡
婦
転
宅
資
金

第
三
条
第
十
二
号

母
子
就
学
支
度
資
金

寡
婦
就
学
支
度
資
金

第
三
条
第
十
三
号

母
子
結
婚
資
金

寡
婦
結
婚
資
金

第
三
条
第
十
四
号
、
第

八
条
第
一
項

政
令
第
八
条
第
四
項
又
は
第
九

条
第
一
項

政
令
第
三
十
七
条
第
四
項
又
は

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
九
条
第
一
項

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号

第
四
条
第
八
号

母
子
事
業
継
続
資
金

寡
婦
事
業
継
続
資
金

第
四
条
第
十
一
号

政
令
第
六
条
第
一
項

政
令
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
六
条
第
一
項

法
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
者

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
も
の

寡
婦

第
五
条

政
令
第
八
条
第
四
項
及
び
第
九

条
第
一
項

政
令
第
三
十
七
条
第
四
項
及
び

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
九
条
第
一
項

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金

寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

第
九
条
第
一
項

母
子
修
学
資
金
、
母
子
技
能
習

得
資
金
、
母
子
修
業
資
金
又
は

母
子
生
活
資
金

寡
婦
修
学
資
金
、
寡
婦
技
能
習

得
資
金
、
寡
婦
修
業
資
金
又
は

寡
婦
生
活
資
金

政
令
第
七
条
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
及
び
第
八
号

政
令
第
三
十
六
条
第
三
号
か
ら

第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号

第
十
条
の
見
出
し

母
子
修
学
資
金
又
は
母
子
修
業

資
金

寡
婦
修
学
資
金
又
は
寡
婦
修
業

資
金

第
十
条
第
一
項

法
第
十
三
条
第
三
項

法
第
三
十
二
条
第
二
項

母
子
修
学
資
金
又
は
母
子
修
業

資
金

寡
婦
修
学
資
金
又
は
寡
婦
修
業

資
金

第
十
条
第
二
項

政
令
第
五
条
第
二
項
各
号

政
令
第
三
十
三
条
第
二
項
各
号

第
十
二
条
第
一
項

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金

寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

母
子
修
学
資
金
、
母
子
技
能
習

得
資
金
、
母
子
修
業
資
金
又
は

母
子
生
活
資
金

寡
婦
修
学
資
金
、
寡
婦
技
能
習

得
資
金
、
寡
婦
修
業
資
金
又
は

寡
婦
生
活
資
金

第
十
三
条
第
一
項

政
令
第
八
条
第
一
項

政
令
第
三
十
七
条
第
一
項

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金

寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

第
十
四
条

政
令
第
八
条
第
三
項
た
だ
し
書

政
令
第
三
十
七
条
第
三
項
た
だ

し
書

第
十
五
条

政
令
第
十
一
条

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
十
一
条

母
子
修
学
資
金

寡
婦
修
学
資
金

政
令
第
十
二
条

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
十
二
条

(

第
二

項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除

く
。)



( )

第
二
十
四
条
第
二
項
中

｢

前
条｣

を

｢

第
二
十
三
条｣

に
、

｢

第
三
十
三
条
第
三
項｣
を

｢

第
三

十
三
条
第
四
項｣

に
、

｢

第
九
条
第
二
項｣

を

｢

第
七
条｣

に
、

｢

第
三
十
三
条
第
四
項｣
を

｢
第

三
十
三
条
第
五
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
三
章
を
第
四
章
と
し
、
第
二
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章

父
子
家
庭
に
対
す
る
福
祉
の
措
置

第
二
十
四
条

前
章

(

前
条
の
規
定
を
除
く
。)

の
規
定
は
、
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
の
貸
付
け
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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法
第
十
五
条
第
一
項

法
第
三
十
二
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一

項

第
十
六
条
第
一
項

政
令
第
十
九
条
第
一
項

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
十
九
条
第
一
項

第
十
七
条
第
一
項
第
三

号
、
第
二
十
二
条

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金

寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

第
十
七
条
第
一
項
第
四

号

政
令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
十
五
条
第
一
項

第
三
号

第
十
八
条

政
令
第
十
六
条

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
十
六
条

第
十
九
条

政
令
第
十
七
条

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
十
七
条

第
二
十
条
第
一
項

政
令
第
十
七
条
た
だ
し
書

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
十
七
条
た
だ
し

書

第
二
十
一
条
第
九
号

政
令
第
十
二
条

政
令
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
十
二
条

(

第
二

項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除

く
。)

第
二
十
一
条
第
十
号

政
令
第
六
条
第
一
項

政
令
第
三
十
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
政
令
第
六
条
第
一
項

第
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
各
号

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
各

号

第
三
条
第
二
号

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

配
偶
者
の
な
い
女
子

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

配
偶
者
の
な
い
男
子

第
三
条
第
三
号

法
第
十
三
条
第
一
項

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項

第
三
条
第
四
号

母
子
事
業
開
始
資
金
又
は
母
子

事
業
継
続
資
金

父
子
事
業
開
始
資
金
又
は
父
子

事
業
継
続
資
金

第
三
条
第
五
号
、
第
十

五
条
の
見
出
し
、
第
二

十
一
条
第
六
号

母
子
修
学
資
金

父
子
修
学
資
金

第
三
条
第
六
号

母
子
技
能
習
得
資
金

父
子
技
能
習
得
資
金

第
三
条
第
七
号

母
子
修
業
資
金

父
子
修
業
資
金

第
三
条
第
八
号
、
第
二

十
一
条
第
八
号

母
子
就
職
支
度
資
金

父
子
就
職
支
度
資
金

第
三
条
第
九
号

母
子
医
療
介
護
資
金

父
子
医
療
介
護
資
金

第
三
条
第
十
号

母
子
住
宅
資
金

父
子
住
宅
資
金

第
三
条
第
十
一
号

母
子
転
宅
資
金

父
子
転
宅
資
金

第
三
条
第
十
二
号

母
子
就
学
支
度
資
金

父
子
就
学
支
度
資
金

第
三
条
第
十
三
号

母
子
結
婚
資
金

父
子
結
婚
資
金

第
三
条
第
十
四
号
、
第

八
条
第
一
項

政
令
第
八
条
第
四
項
又
は
第
九

条
第
一
項

政
令
第
三
十
一
条
の
六
第
四
項

又
は
政
令
第
三
十
一
条
の
七
に

お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
九
条

第
一
項

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第

一
号

第
四
条
第
八
号

母
子
事
業
継
続
資
金

父
子
事
業
継
続
資
金

第
四
条
第
十
一
号

政
令
第
六
条
第
一
項

政
令
第
三
十
一
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
六
条
第
一

項



( )

２

前
条
の
規
定
は
、
父
子
家
庭
日
常
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
中

｢

法
第
二
十
条｣

と
あ
る
の
は

｢

法
第
三
十
一
条
の
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
二
十
条｣

と
、
同
条
第
二
項
中

｢

省
令
第
四
条｣

と
あ
る
の
は

｢

省
令
第
六
条
の
十
七
の

四
に
お
い
て
準
用
す
る
省
令
第
四
条｣

と
、
同
条
第
三
項
中

｢

法
第
二
十
一
条｣

と
あ
る
の
は

｢

法
第
三
十
一
条
の
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

附
則
第
五
項
中

｢
の
各
号｣

を
削
り
、

｢

修
学
資
金
、
修
業
資
金
及
び
支
度
資
金｣

を

｢

母
子
修

学
資
金
、
母
子
修
業
資
金
、
母
子
就
職
支
度
資
金
及
び
母
子
就
学
支
度
資
金｣

に
改
め
、
同
項
第
七

号
中

｢

第
一
号
か
ら
第
五
号｣
を

｢

第
二
号
か
ら
前
号｣

に
改
め
る
。
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法
第
十
四
条
各
号

法
第
三
十
一
条
の
六
第
四
項
各

号

第
五
条

政
令
第
八
条
第
四
項
及
び
第
九

条
第
一
項

政
令
第
三
十
一
条
の
六
第
四
項

及
び
政
令
第
三
十
一
条
の
七
に

お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
九
条

第
一
項

第
九
条
第
一
項

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金

父
子
福
祉
資
金
貸
付
金

母
子
修
学
資
金
、
母
子
技
能
習

得
資
金
、
母
子
修
業
資
金
又
は

母
子
生
活
資
金

父
子
修
学
資
金
、
父
子
技
能
習

得
資
金
、
父
子
修
業
資
金
又
は

父
子
生
活
資
金

政
令
第
七
条
第
三
号
か
ら
第
五

号
ま
で
及
び
第
八
号

政
令
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号

第
十
条
の
見
出
し

母
子
修
学
資
金
又
は
母
子
修
業

資
金

父
子
修
学
資
金
又
は
父
子
修
業

資
金

第
十
条
第
一
項

法
第
十
三
条
第
三
項

法
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項

母
子
修
学
資
金
又
は
母
子
修
業

資
金

父
子
修
学
資
金
又
は
父
子
修
業

資
金

第
十
条
第
二
項

政
令
第
五
条
第
二
項
各
号

政
令
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項

各
号

第
十
二
条
第
一
項

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金

父
子
福
祉
資
金
貸
付
金

母
子
修
学
資
金
、
母
子
技
能
習

得
資
金
、
母
子
修
業
資
金
又
は

母
子
生
活
資
金

父
子
修
学
資
金
、
父
子
技
能
習

得
資
金
、
父
子
修
業
資
金
又
は

父
子
生
活
資
金

第
十
三
条
第
一
項

政
令
第
八
条
第
一
項

政
令
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金

父
子
福
祉
資
金
貸
付
金

第
十
四
条

政
令
第
八
条
第
三
項
た
だ
し
書

政
令
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項

た
だ
し
書

第
十
五
条

政
令
第
十
一
条

政
令
第
三
十
一
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
十
一
条

母
子
修
学
資
金

父
子
修
学
資
金

政
令
第
十
二
条

政
令
第
三
十
一
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
十
二
条

第
十
六
条
第
一
項

法
第
十
五
条
第
一
項

法
第
三
十
一
条
の
六
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条

第
一
項

政
令
第
十
九
条
第
一
項

政
令
第
三
十
一
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
十
九
条
第

一
項

第
十
七
条
第
一
項
第
三

号
、
第
二
十
二
条

母
子
福
祉
資
金
貸
付
金

父
子
福
祉
資
金
貸
付
金

第
十
七
条
第
一
項
第
四

号

政
令
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号

政
令
第
三
十
一
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
十
五
条
第

一
項
第
三
号

第
十
八
条

政
令
第
十
六
条

政
令
第
三
十
一
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
十
六
条

第
十
九
条

政
令
第
十
七
条

政
令
第
三
十
一
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
十
七
条

第
二
十
条
第
一
項

政
令
第
十
七
条
た
だ
し
書

政
令
第
三
十
一
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
十
七
条
た

だ
し
書

第
二
十
一
条
第
九
号

政
令
第
十
二
条

政
令
第
三
十
一
条
の
七
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
十
二
条

第
二
十
一
条
第
十
号

政
令
第
六
条
第
一
項

政
令
第
三
十
一
条
の
四
に
お
い

て
準
用
す
る
政
令
第
六
条
第
一

項



( )

第
一
号
様
式
中｢第

３
条
関
係
｣

を｢第
３
条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、｢母

子
(寡
婦
)

福
祉
資
金
貸
付
申
請
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
申
請
書
｣

に
、

｢青
森
県
母

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
３
条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細

則
第
３
条
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
３
条
)
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資
金
を
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
を
｣

に
、

｢
｢

を

に
改
め
、
同
様
式
の

｣
｣

注
の
３
中｢技

能
習
得
資
金
､
生
活
資
金
､
修
学
資
金
又
は
修
学
資
金
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)

修
学
資
金
､
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
技
能
習
得
資
金
､
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
業
資
金
又
は
母
子

(父
子
､
寡
婦
)
生
活
資
金
｣

に
改
め
、
同
注
の
５
中

｢就
職
支
度
資
金
､
就
学
支
度
資
金
､
修
学

資
金
又
は
修
業
資
金
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
学
資
金
､
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
業
資
金
､

母
子
(父
子
､
寡
婦
)
就
職
支
度
資
金
又
は
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
就
学
支
度
資
金
｣

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中｢第

４
条
関
係
｣

を｢第
４
条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、｢母

子
(寡
婦
)

福
祉
資
金
貸
付
申
請
書
(団
体
貸
付
用
)
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
申
請
書

(団
体
貸
付
用
)
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
４
条
｣

を

｢青
森
県
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
４
条
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て

準
用
す
る
同
規
則
第
４
条
)
｣

に
、

｢法
に
定
め
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
あ
つ
て
現
に
児
童
を
扶

養
し
て
い
る
も
の
及
び
寡
婦
｣

を

｢法
第
14条
各
号
に
掲
げ
る
者
(法
第
31条
の
６
第
４
項
各
号
に

｢
｢

掲
げ
る
者
､
寡
婦
)
｣

に
、

を

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資
金
借
入
金
｣

を

｢母
｣

｣

子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
借
入
金
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
３
中

｢母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法

施
行
令
第
６
条
第
１
項
｣

を

｢母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
第
６
条
第
１
項
(第
31

条
の
４
(第
35条

)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
６
条
第
１
項
)
｣

に
、

｢母
子
福
祉
団
体
｣

を

｢母
子
・
父
子
福
祉
団
体
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

｢第
６
条
｣

を

｢第
６
条
､
第
24条
､
第
25条
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資

金
貸
付
申
請
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
申
請
書
｣

に
、

｢事
業
開
始
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
事
業
開
始
資
金
｣

に
、

｢事
業
継
続
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
事
業
継
続
資
金
｣

に
、

｢修
学

資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
学
資
金
｣

に
、

｢技
能
習
得
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
技
能
習
得
資
金
｣

に
、

｢修
業

資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
業
資
金
｣

に
、

｢就
職
支
度
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
就
職
支
度
資
金
｣

に
、

｢医
療
介
護
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
医
療
介
護
資
金
｣

に
、

｢生
活

資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
生
活
資
金
｣

に
、

｢住
宅

資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
住
宅
資
金
｣

に
、

｢転
宅

資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
転
宅
資
金
｣

に
、

｢就
学
支
度
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
就
学
支
度
資
金
｣

に
、

｢結
婚

資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
結
婚
資
金
｣

に
改
め
る
。

第
四
号
様
式
中｢第

７
条
関
係
｣

を｢第
７
条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、｢母

子
(寡
婦
)

福
祉
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
決
定
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
７
条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
施
行
細
則
第
７
条
(第
24条

第
１
項
(第
25条

第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
７

条
)
｣

に
、

｢経
由
し
て
｣

を

｢を
経
由
し
て
｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中｢第

７
条
関
係
｣

を｢第
７
条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、｢母

子
(寡
婦
)

福
祉
資
金
貸
付
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
不
承
認
決
定
通

知
書
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資
金
(｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
(｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
７
条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
施
行
細
則
第
７
条
(第
24条

第
１
項
(第
25条

第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
７

条
)
｣

に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
中

｢第
８
条
｣

を

｢第
８
条
､
第
24条
､
第
25条
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資

金
借
用
証
書
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
借
用
証
書
｣

に
、｢母

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
｣

を
｢母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
２
中

｢修
学
資
金
､
修
業
資

金
又
は
就
学
支
度
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
学
資
金
､
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
業
資

金
､
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
就
職
支
度
資
金
又
は
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
就
学
支
度
資
金
｣

に
改
め

る
。第

七
号
様
式
中

｢第
８
条
｣

を

｢第
８
条
､
第
24条
､
第
25条
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資

金
借
用
証
書
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
借
用
証
書
｣

に
、｢母

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
｣

を

｢母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
｣

に
改
め
る
。
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イ
寡
婦

ウ
父
母
の
な
い
児
童

イ
配
偶
者
の
な
い
男
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の

ウ
寡
婦

エ
父
母
の
な
い
児
童

母
子
(寡
婦
)
福
祉
資
金

母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金

理事
役員



( )

第
八
号
様
式
中｢第

９
条
関
係
｣

を｢第
９
条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、｢母

子
(寡
婦
)

福
祉
資
金
貸
付
金
増
額
申
請
書
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
金
増
額
申
請
書
｣

に
、

｢
｢

を

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦

｣
｣

福
祉
法
施
行
細
則
第
９
条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第

９
条
第
１
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
９
条
第
１
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
中

｢第
12条
関
係
｣

を

｢第
12条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資
金
増
額
決
定
通
知
書

(減
額
通
知
書
)
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付

金
増
額
決
定
通
知
書

(減
額
通
知
書
)
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資
金
の
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福

祉
資
金
の
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び

に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
｣

に
改
め
、

｢第
９
条
第
３
項
｣

の
次
に

｢
(第
24条
第
１
項
(第
25条

第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
９
条
第
３
項
)
｣

を
、

｢第
12条

第
２
項
｣

の
次
に

｢
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
12条
第
２
項
)
｣

を
加
え

る
。第

十
号
様
式
中｢第

９
条
関
係
｣

を｢第
９
条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、｢母

子
(寡
婦
)

福
祉
資
金
貸
付
増
額
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
金
増
額
不

承
認
決
定
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
９
条
第
３
項
｣

を

｢青
森

県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
９
条
第
３
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１

項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
９
条
第
３
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中

｢第
10条
関
係
｣

を

｢第
10条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
貸
付
継
続
申
請
書
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
継
続
申
請
書
｣

に
、

｢修
学
修
業
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
学
修
業
資
金
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施

行
細
則
第
10条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
10条
第
１

項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
10条
第
１
項
)
｣

に
改
め

る
。第

十
二
号
様
式
中

｢第
10条
関
係
｣

を

｢第
10条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
貸
付
継
続
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
継
続
決
定
通

知
書
｣

に
、｢母

子
(寡
婦
)
福
祉
資
金
修
学

修
業
資
金
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
学

修
業
資
金
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
10条
第
３
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に

寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
10条
第
３
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る

同
規
則
第
10条
第
３
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
十
三
号
様
式
中

｢第
10条
関
係
｣

を

｢第
10条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
貸
付
継
続
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
継
続

不
承
認
決
定
通
知
書
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資
金
修
学
修
業
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)

修
学
修
業
資
金
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
10条
第
３
項
｣

を

｢青
森
県
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
10条
第
３
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に

お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
10条
第
３
項
)
｣

に
、

｢第
次

修
学
修
業
資
金
｣

を

｢第
次

母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
学
修
業
資
金
｣

に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
中

｢第
11条
関
係
｣

を

｢第
11条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
貸
付
決
定
取
消
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
決
定
取
消
通

知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
11条
第
２
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び

父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
11条
第
２
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い

て
準
用
す
る
同
規
則
第
11条
第
２
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
十
五
号
様
式
中

｢第
12条
関
係
｣

を

｢第
12条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
貸
付
辞
退
申
出
書
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
辞
退
申
出
書
｣

に
、

｢修
学

｢
修

学
修

業
技
能
習
得

資
金

を

母
子
(父
子
､
寡
婦
)

資
金

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦

技
能
習
得

修
業

生
活

｣
生

活
｣

福
祉
法
施
行
細
則
第
12条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第

12条
第
１
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
12条
第
１
項
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

｢修
学
資
金
又
は
修
業
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
学
資

金
又
は
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
業
資
金
｣

に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中

｢第
12条
関
係
｣

を

｢第
12条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
貸
付
減
額
申
出
書
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
減
額
申
出
書
｣

に
、

｢修
学

｢
修

学
修

業
技
能
習
得

資
金

を

母
子
(父
子
､
寡
婦
)

資
金

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦

技
能
習
得

修
業

生
活

｣
生

活
｣
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修
学

修
業

技
能
習
得

生
活
資
金

母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修

学
技
能
習
得

修
業

生
活
資
金



( )
福
祉
法
施
行
細
則
第
12条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第

12条
第
１
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
12条
第
１
項
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
注
の
１
中

｢修
学
資
金
又
は
修
業
資
金
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
学
資

金
又
は
母
子
(父
子
､
寡
婦
)
修
業
資
金
｣

に
改
め
る
。

第
十
七
号
様
式
中

｢第
12条
関
係
｣

を

｢第
12条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
貸
付
辞
退
受
理
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
辞
退
受
理
通

知
書
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
福
祉
資
金
の
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
の
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
12条
第
２
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に

寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
12条
第
２
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る

同
規
則
第
12条
第
２
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
中

｢第
13条
関
係
｣

を
｢第
13条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
償
還
方
法
変
更
申
請
書
｣

を
｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
方
法
変
更
申

請
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
13条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び

父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
13条
第
１
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い

て
準
用
す
る
同
規
則
第
13条
第
１
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
十
九
号
様
式
中

｢第
13条
関
係
｣

を

｢第
13条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
償
還
方
法
変
更
承
認
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
方
法
変

更
承
認
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
13条
第
２
項
｣

を

｢青
森
県

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
13条
第
２
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)

に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
13条
第
２
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
中

｢第
13条
関
係
｣

を

｢第
13条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
(寡

婦
)
福
祉
資
金
償
還
方
法
変
更
不
承
認
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
方
法

変
更
不
承
認
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
13条
第
２
項
｣

を
｢青

森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
13条
第
２
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第

１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
13条
第
２
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
号
様
式
中

｢第
14条

関
係
｣

を

｢第
14条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
繰
上
償
還
申
出
書
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
繰
上
償
還
申
出
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
14条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡

婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
14条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第

14条
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
様
式
中

｢第
15条

関
係
｣

を

｢第
15条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
交
付
停
止
(貸
付
金
減
額
､
貸
付
停
止
)
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､

寡
婦
)
福
祉
資
金
交
付
停
止
(貸
付
金
減
額
､
貸
付
停
止
)
決
定
通
知
書
｣

に
、

｢母
子
及
び
寡
婦

福
祉
法
施
行
令
第
条
第
項
｣

を

｢母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
第
条
第
項

(第
31条
の
７
(第
38条
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
条
第
項
)
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及

び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
15条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第

15条
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
15条
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
中

｢第
16条

関
係
｣

を

｢第
16条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
免
除
申
請
書
｣

を｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
免
除
申
請
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並

び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
１
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用

す
る
同
規
則
第
16条
第
１
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式
中

｢第
16条

関
係
｣

を

｢第
16条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
金
支
払
猶
予
申
請
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
金
支

払
猶
予
申
請
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
１
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)

に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
16条
第
１
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
中

｢第
16条

関
係
｣

を

｢第
16条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
免
除
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
免
除
決

定
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
４
項
｣

を

｢青
森
県
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
４
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に

お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
16条
第
４
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
号
様
式
中

｢第
16条

関
係
｣

を

｢第
16条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
免
除
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還

免
除
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
４
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
４
項
(第
24条
第
１
項
(第
25

条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
16条
第
４
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式
中

｢第
16条

関
係
｣

を

｢第
16条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還

金
支
払
猶
予
決
定
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
５
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
５
項
(第
24条
第
１
項
(第
25

条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
16条
第
５
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
号
様
式
中

｢第
16条

関
係
｣

を

｢第
16条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
償
還
金
支
払
猶
予
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
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( )
金
償
還
金
支
払
猶
予
不
承
認
決
定
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16

条
第
５
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
16条
第
５
項
(第
24条

第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
16条
第
５
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式
中

｢第
17条
関
係
｣

を

｢第
17条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢青
森
県

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
17条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉

法
施
行
細
則
第
17条
第
１
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第

17条
第
１
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
号
様
式
及
び
第
三
十
一
号
様
式
中

｢第
17条
関
係
｣

を

｢第
17条
､
第
24条
､
第
25条
関

係
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
17条
第
２
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父

子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
17条
第
２
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て

準
用
す
る
同
規
則
第
17条
第
２
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
号
様
式
中

｢第
18条

関
係
｣

を
｢第
18条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付
金
一
時
償
還
決
定
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
貸
付

金
一
時
償
還
決
定
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
18条
｣

を

｢青
森

県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
18条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に

お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
18条
)
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
三
号
様
式
中

｢第
20条

関
係
｣

を

｢第
20条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
違
約
金
不
徴
収
申
請
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
違
約
金
不
徴

収
申
請
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
20条
第
１
項
｣

を

｢青
森
県
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
20条
第
１
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に

お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
20条
第
１
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
様
式
中

｢第
20条

関
係
｣

を

｢第
20条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
違
約
金
不
徴
収
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
違
約
金
不
徴

収
通
知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
20条
第
２
項
｣

を

｢青
森
県
母
子

及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
20条
第
２
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に

お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
20条
第
２
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
五
号
様
式
中

｢第
20条

関
係
｣

を

｢第
20条

､
第
24条

､
第
25条

関
係
｣

に
、

｢母
子

(寡
婦
)
福
祉
資
金
違
約
金
徴
収
通
知
書
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
福
祉
資
金
違
約
金
徴
収
通

知
書
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
20条
第
２
項
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び

父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
20条
第
２
項
(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い

て
準
用
す
る
同
規
則
第
20条
第
２
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
三
十
六
号
様
式
か
ら
第
四
十
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢第

21条
関
係
｣

を｢第
21条
､
第
24条
､

第
25条
関
係
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び

父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用

す
る
同
規
則
第
21条
)
｣

に
改
め
る
。

第
四
十
一
号
様
式
を
削
る
。

第
四
十
二
号
様
式
中

｢第
21条
関
係
｣

を

｢第
21条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢青
森
県

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行

細
則
第
21条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
21条
)
｣

に
改

め
、
同
様
式
を
第
四
十
一
号
様
式
と
す
る
。

第
四
十
三
号
様
式
中

｢第
21条
関
係
｣

を

｢第
21条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢青
森
県

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行

細
則
第
21条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
21条
)
｣

に
改

め
、
同
様
式
を
第
四
十
二
号
様
式
と
す
る
。

第
四
十
四
号
様
式
中

｢第
21条
関
係
｣

を

｢第
21条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢青
森
県

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行

細
則
第
21条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
21条
)
｣

に
改

め
、
同
様
式
を
第
四
十
三
号
様
式
と
す
る
。

第
四
十
五
号
様
式
中

｢第
21条
関
係
｣

を

｢第
21条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢青
森
県

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行

細
則
第
21条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
21条
)
｣

に
改

め
、
同
様
式
を
第
四
十
四
号
様
式
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第
四
十
六
号
様
式
中

｢第
21条
関
係
｣

を

｢第
21条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢青
森
県

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条
｣

を

｢青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行

細
則
第
21条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
21条
)
｣

に
、

｢母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
第
条
第
項
｣

を

｢母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行

令
第
12条
第
項
(第
31条
の
７
(第
38条
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
12条
第
項
)
｣

に
改

め
る
。

第
四
十
七
号
様
式
中

｢第
21条
関
係
｣

を

｢第
21条
､
第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢理
事
等

異
動
届
｣

を

｢役
員
等
異
動
届
｣

に
、

｢理
事
(｣

を

｢役
員
(｣

に
、

｢女
子
｣

を

｢女
子
(配

偶
者
の
な
い
男
子
)
｣

に
、

｢青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条
｣

を

｢青
森
県
母

子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
第
21条

(第
24条
第
１
項
(第
25条
第
１
項
)
に
お
い

て
準
用
す
る
同
規
則
第
21条
)
｣

に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
様
式
中

｢第
22条
｣

を

｢第
22条
､
第
24条
､
第
25条
｣

に
、

｢母
子
(寡
婦
)
家

庭
｣

を

｢母
子
(父
子
､
寡
婦
)
家
庭
｣

に
改
め
る
。

第
四
十
九
号
様
式
中

｢第
24条
関
係
｣

を

｢第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
家
庭
等
(寡

婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
開
始
届
書
｣

を

｢母
子
家
庭
(父
子
家
庭
､
寡
婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業

開
始
届
書
｣

に
、｢母

子
家
庭
等
(寡
婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
を
｣

を｢母
子
家
庭
(父
子
家
庭
､

寡
婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
を
｣

に
、

｢母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
第
20条

(第
33条
第
３
項
)
｣

を

｢母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第
20条

(第
31条
の
７
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
20条
､

第
33条
第
４
項
)
｣

に
改
め
る
。

第
五
十
号
様
式
中｢第

24条
関
係
｣

を｢第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、｢母

子
家
庭
等
(寡
婦
)

日
常
生
活
支
援
事
業
変
更
届
書
｣

を

｢母
子
家
庭
(父
子
家
庭
､
寡
婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
変
更

届
書
｣

に
、

｢母
子
家
庭
等
(寡
婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
に
｣

を

｢母
子
家
庭
(父
子
家
庭
､
寡

婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
に
｣

に
、

｢母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
第
４
条
(第
９
条
第
２
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
４
条
｣

を

｢母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
第
４
条
(第
６

条
の
17の
４
(第
７
条
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
４
条
｣

に
改
め
る
。

第
五
十
一
号
様
式
中

｢第
24条
関
係
｣

を

｢第
24条
､
第
25条
関
係
｣

に
、

｢母
子
家
庭
等
(寡

婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
廃
止
(休
止
)
届
書
｣

を

｢母
子
家
庭
(父
子
家
庭
､
寡
婦
)
日
常
生
活

支
援
事
業
廃
止
(休
止
)
届
書
｣

に
、

｢母
子
家
庭
等
(寡
婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
を
｣

を

｢母

子
家
庭
(父
子
家
庭
､
寡
婦
)
日
常
生
活
支
援
事
業
を
｣

に
、

｢母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
第
21条

(第
33条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
21条
｣

を

｢母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第
21条

(第
31条
の
７
第
４
項
(第
33条
第
５
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
21条
｣

に
改
め
る
。

附

則
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( )

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則

の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
三
号

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
場
適
応
訓
練
委
託
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
一
号
中

｢

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
四
号

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
十
月
青
森
県
規
則
第
七
十
八
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
九
号
中｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法｣

を｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法｣

に
改
め
、
同
項
第
十
一
号
中

｢

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律｣

を

｢

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
事
務
専
決
代
決
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
九
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
八
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
こ
ど
も
み
ら
い
課
の
項
の
第
四
号
中

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法｣

を

｢

母
子
及
び
父
子

並
び
に
寡
婦
福
祉
法｣

に
改
め
、
同
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
三
十
二
条｣

を

｢

第
三

十
一
条
の
六
第
四
項
及
び
第
三
十
二
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
欄
ロ
中

｢

第
二
十
三
条｣

の
下
に

｢
(

第
三
十
一
条
の
七
第
四
項
及
び
第
三
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
三
十
二
条｣

を

｢

第
三
十
一
条
の
六
第
四
項
及
び

第
三
十
二
条
第
四
項｣

に
改
め
、
同
欄
ロ
中

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に

改
め
、
同
項
の
第
五
号
中

｢

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令｣

を

｢

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
施
行
令｣
に
改
め
、
同
号
の
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
及
び
ロ
中

｢

第
三
十
八
条｣

を

｢

第
三
十

一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条｣

に
改
め
、
同
号
の
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
規
定
中

｢

第
三
十
八
条｣
を｢
第
三
十
一
条
の
七
及
び
第
三
十
八
条｣

に
、｢

母
子
福
祉
団
体｣

を｢

母
子
・

父
子
福
祉
団
体｣

に
改
め
、
同
項
の
第
六
号
中

｢

青
森
県
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則｣

を

｢

青
森
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則｣

に
改
め
、
同
号
の
副
知
事
専
決
事
項
の
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( )

欄
イ
、
部
長
専
決
事
項
の
欄
イ
及
び
課
長
専
決
事
項
の
欄
イ
中

｢

第
二
十
四
条｣

を

｢

第
二
十
四
条

第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項｣

に
、

｢

母
子
福
祉
団
体｣

を

｢

母
子
・
父
子
福
祉
団
体｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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